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検
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完
了�

（
建
築
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課
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三

公
安
委
員
会

〇
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
表
の
六
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
る

宮
城
県
公
安
委
員
会
が
認
め
る
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
関
す
る
告
示�

三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
地
籍
調
査

事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

調
査
地
域

　
　

沢
田
等
二
単
位
区
域

　
　

福
美
町
等
四
単
位
区
域　

三　

調
査
期
間

変
更
前

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
に
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で

変
更
後

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
に
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

令
和
二
年

十
一
月
二
日

大
崎
市

三

本

木

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

三
本
木
総
合
支
所

　

同
十
一
月
四
日

大
崎
市

岩

出

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

岩
出
山
総
合
支
所
車
庫

　

同
十
一
月
六
日

大
崎
市

岩

出

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

岩
出
山
総
合
支
所
車
庫

　

同
十
一
月
十
三
日

大
崎
市

田

尻

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

田
尻
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

同
十
一
月
十
八
日

大
崎
市

鳴

子

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

鳴
子
公
民
館

　

同
十
一
月
二
十
日

大
崎
市

鳴

子

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

鳴
子
公
民
館

　

同
十
一
月
二
十
七

日

大
崎
市

鹿
島
台
・
松
山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

鎌
田
記
念
ホ
ー
ル

　

同
十
一
月
三
十
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

古
川
東
大
崎
地
区
公
民
館

　

同
十
二
月
一
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
十
二
月
二
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
十
二
月
四
日

大
崎
市

古

川

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
ｆ
プ

ラ
ザ
）
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
満
和
多
十
四
の
四
、
字
本
網
十
九
の
六

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）　

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道
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二　

路　

線　

名　

仙
台
三
本
木
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
崎
市
三
本
木
字
白
坂
一
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
三
本
木
字
白
坂
一
四
番
二
地
先
ま
で

前

三
六
・
八
～

�

五
五
・
五

�

一
〇
五
・
五

後

三
六
・
八
～

�

六
二
・
四

�

一
〇
五
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

仙
台
塩
釜
線

塩
竈
市
中
の
島
無
番
地
先
か
ら

同
市
中
の
島
無
番
地
先
ま
で

令
和
二
年

�

九
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

仙
台
三
本
木

線

大
崎
市
三
本
木
字
白
坂
一
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
三
本
木
字
白
坂
一
四
番
二
地
先
ま
で

令
和
二
年

�

九
月
二
十
五
日

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
矢
本
字
新
沼
百
二
十
八
番
一
、
百
二
十
九

番
、
百
三
十
番
、
百
三
十
一
番
、
百
三
十
二
番
、
百
三
十

三
番
四
、
百
四
十
四
番
一
、
百
四
十
四
番
三
、
百
四
十
五

番
、
百
四
十
六
番
、
百
四
十
七
番
、
百
四
十
八
番
、
百
四

十
九
番
、
百
五
十
番
一
、
百
七
十
九
番
一
、
百
八
十
番
、

百
八
十
一
番
、
百
八
十
二
番
、
百
八
十
三
番
、
百
八
十
四

番
、
百
八
十
五
番
、
百
八
十
六
番
三
、
二
百
二
十
三
番
、

二
百
二
十
四
番
、
二
百
二
十
五
番

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
宇
多
川
町
十
七
番
地

�

フ
レ
ス
コ
株
式
会
社　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１２４号

　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）

第
２
条
の
表
の
６
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
公
安
委
員
会
が
認
め
る
交
通
誘
導
警
備
業
務
に
関
す
る
告
示

（
平
成
18年

宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
193号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。

　
　
令
和
２
年
９
月
25日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

　
検
定
規
則
第
２
条
の
表
の
６
の
項
の
上
欄
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
が
認
め
る
交
通
誘
導
警
備
業
務

は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
路
線
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
区
間
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

番
号

路
　
　
　
　
　
線

区
　
　
　
　
　
間

１
国
道
４
号
（
県
道
「
仙
台
名
取
線
」
含
む
。）

宮
城
県
の
全
域
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２
国
道
６
号

宮
城
県
の
全
域

３
国
道
45号

宮
城
県
の
全
域

４
国
道
47号

宮
城
県
の
全
域

５
国
道
48号

宮
城
県
の
全
域

６
国
道
108号

宮
城
県
の
全
域

７
国
道
113号

宮
城
県
の
全
域

８
国
道
286号

宮
城
県
の
全
域

９
国
道
346号

宮
城
県
の
全
域

10
国
道
398号

宮
城
県
の
全
域

11
国
道
457号

宮
城
県
の
全
域

12
主
要
地
方
道
塩
釜
吉
岡
線

宮
城
県
の
全
域

13
主
要
地
方
道
仙
台
松
島
線

宮
城
県
の
全
域

14
主
要
地
方
道
塩
釜
亘
理
線

宮
城
県
の
全
域

15
主
要
地
方
道
仙
台
泉
線

宮
城
県
の
全
域

16
主
要
地
方
道
仙
台
塩
釜
線

宮
城
県
の
全
域

17
主
要
地
方
道
仙
台
村
田
線

宮
城
県
の
全
域

18
主
要
地
方
道
泉
塩
釜
線

宮
城
県
の
全
域

19
主
要
地
方
道
仙
台
北
環
状
線

宮
城
県
の
全
域


